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午後１時００分 開会 

○門脇委員長 ただいまから都市経済委員会を開会いたします。 

 報道機関から撮影の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 本日は、経済部から報告案件が３件ございます。お配りしております日程表ですが、１、

日野川運動公園復旧工事の延長について、２、皆生温泉まちづくりビジョンについてとし

ておりますが、都合により、１と２の報告の順番を入れかえさせていただきます。なお、

皆生温泉まちづくりビジョンについての報告案件につきましては、副市長にも出席いただ

いております。報告案件終了後、副市長につきましては御退席いただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、初めに、皆生温泉まちづくりビジョンについて、当局より報告をお願いいた

します。 
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 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 それでは、皆生温泉まちづくりビジョンについて、御報告させていただ

きます。お手元に皆生温泉まちづくりビジョンというＡ４の横のこのようなものを御用意

ください。このビジョンは、さかのぼること２年前、皆生温泉の若手経営者の方を中心に、

皆生の将来を語っていただくビジョンをつくろうという機運が湧き起こりまして、米子市

観光課も事務局となりながら、そのビジョンの策定に至ったものでございます。 

 はぐっていただきまして、目次のほうをごらんください。このビジョンの構成は以下の

とおりになっておりますが、事細かく説明しておりますと時間がありませんので、かいつ

まんで御説明させていただきます。 

 最初に、皆生温泉の概要、現況というもの、あるいは観光産業の現況ということで、大

項目１番、２番は現在の皆生温泉の状況、あるいは、観光産業の状況を分析したものとな

っております。１ページから７ページまでがその内容となっておりますので、また後ほど

ごらんください。 

 そして、３番、基本方針からでございます。はぐっていただきまして、８ページをごら

んください。皆生温泉まちづくり会議では、以下のとおり基本方針を整理しましたという

ふうにしておりますけども、これまでも皆生温泉ではさまざまなビジョンが、官民さまざ

まな形でビジョン、計画が策定されてきております。その中の過去の反省等を踏まえ、こ

のような基本方針としております。 

 まず、テーマを回遊リゾート・皆生温泉と定め、キーワードを健康・長寿・スポーツと

置いております。はぐっていただきまして、基本方針の中で、皆生温泉も広くございます

ので、どこを優先的にやっていこうかというところでございます。これは、皆生の魅力に

は、やはり海、砂浜、温泉というところがございます。そこをまず重点的にやっていこう

ではないかということになりまして、海のラインである遊歩道のライン、そして、海の遊

歩道に至る動線であります四条通りをまず優先的な地域と定めまして、ここをＴラインと

設定しております。 

 はぐっていただきますと、続いて、施策の柱ということで、４項目並んでおります。Ⅰ

というとこでブランド向上とありますが、こちらは皆生温泉のイメージ、また、そのブラ

ンドといったものを向上させるための箱として、Ⅰにまとめております。２番目が、Ⅱと

書いて、ネットワーク強化と書いてあるところでございますが、皆生温泉の誘客につきま

して、当然、皆生温泉だけに観光客の方はとどまってらっしゃるわけではありませんので、

この周辺地域、内外の観光地と連携した呼び込みがいかにできるかというところに、Ⅱ番

としてネットワーク強化を置いております。またインバウンドの受け入れ強化策について

も、このⅡの箱に入れております。 

 Ⅲ番目、コンテンツ創出と題しておりますが、これは、まさに皆生温泉地区内での魅力

創出ということで、３つ目の柱を設けております。 

 Ⅳ番目は、皆生温泉の温泉地に必要な社会インフラの整備のことでございます。例えば

温泉供給管であるとか、通信網の整備であったりとか、そういったものをⅣ番のインフラ

構築という箱に置いております。この４つの施策の柱を掲げて、それぞれにどういったこ

とができるのかということを以下のアクションプランというものに落とし込んでおります。 

 はぐっていただいて、１４ページ目が具体的な、じゃあ何をやるんだというところのア
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クションプランで、一覧でございます。番号１から、はぐっていただいて、２８までアク

ションが並んでおりまして、この１番から２８番の具体的なプランを実行していくことに

よって皆生温泉の再活性化を図っていこうというものでございます。このアクションプラ

ンにはそれぞれの主体者が明記してありまして、右側のほうにその一覧表となっておりま

す。皆生温泉っていうのが、地元メンバーの方という想定でございます。真ん中の民間と

いうのが、皆生温泉に限らず、その他の民間の事業者の皆様、そして、一番右が我々市、

そして県、国といった行政機関を想定しております。それぞれ二重丸、丸、三角とついて

おりますけども、二重丸の方が中心、主体者、また、かかわりの多い方を丸、かかわりが

少し薄い方を三角としております。 

 そのような整理をずっと続ける中で、１７ページ、２枚はぐっていただいてからが具体

的な取り組みということで、一つ一つ並べております。ここは、あくまでも例示と思って

いただいて、これがそのまま、この絵にあるものをそのままするということではございま

せんけれども、例えばこういったものが考えられるのではないかという例示が並んでおり

ます。こちらも一個一個説明すると長うございますので、後ほどごらんいただければと思

います。 

 この２８番のアクションプランの後に、今度、広域連携のイメージ図ということで、４

５ページまで飛んでいただくことになりますけれども、何といっても、皆生温泉は、山陰

の観光の拠点となってもらわなくてはいけないということで、宿泊客の取り込み、また滞

在の拠点都市ということで、皆生温泉になっていただこうというイメージをここにつづっ

ております。 

 その次のページが、今度は工程表です。各アクションプランをいつの時期にやっていく

のかということを工程表に落とし込んだ図が４６ページとなっております。この３年以内

ですぐできるもの、あるいは中期的にやっていくもの、さらに、１０年以上かけて長期で

やっていかなければならないものをそれぞれ整理しております。 

 その次のページ、はぐっていただくと、そういったことを続ける中で、どこにどの場所

でそれをやっていくのかというゾーニングを落とし込んでおります。 

 以上のようなことが続いていくと、４８ページ以降のような、すてきな絵の温泉地に皆

生温泉がいま一度生まれ変わり、観光客の皆さんを呼び込むまちとして発展していくので

はないかという絵を描いております。 

 ５４ページに進んでいただきますと、この皆生温泉まちづくり会議では、いろんな方々

のヒアリング、あるいはアンケートを行っております。当然、先ほどの２８のプランに落

とし込んだものもありますけれども、落とし込めなかった御意見というのもたくさん頂戴

しております。その一部意見をこちらのほうに挙げております。当然、このまちづくりビ

ジョンは、できたできたということで、これで全てが進むわけではありませんので、また、

見直しの時期にこういった意見を反映しながら、見直しを図っていき、また実行に移して

いきたいというふうに考えております。 

 最後に、皆生温泉まちづくり会議の座長を務めていただいた伊坂座長の決意表明が一番

最後のページに載っております。当市としましては、この皆生温泉まちづくりビジョンを

尊重しながら、一緒になって、市の観光ビジョンの一つとして位置づけながら、頑張って

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 では、簡単ではございますが、概要説明は以上でございます。 

○門脇委員長 当局の説明が終わりました。 

 委員の皆さんの質疑、御意見をお願いいたします。 

 今城委員。 

○今城委員 御説明いただきまして、ありがとうございます。 

 この一番最初のかがみのところにメンバーが記入してくださっているんですけれども、

女性がこのメンバーの中に入っておられないのかなというふうに見えました。その中で、

この今回のビジョンの中で女性の視点をしっかりと入れているというようなことや、この

ようなところを特にというようなことがあればお聞かせください。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 女性の視点につきましては、言われるように、委員の中におられないの

は事実でございまして、その中で、ヒアリングの過程でありますとか、作成段階、途中途

中のところで、やはり女性の方の意見は必要ではないかという意見、当然出まして、ヒア

リングの過程で、女性の方の意見をたくさん伺うようにはしております。その中で、具体

的なところでどういったものが考えれるのかというところなんですけれども、やはりまち

並み形成のところですね、アクションプランでいいますと、１番から、①から４番までの

ところが、特に女性の方の意見というのが一番必要な部分だということで、この部分につ

いては、かなりの反映をさせてもらったつもりですし、実際、委員の方からもそういった

御意見が出ておりました。 

 例えば、具体的に言いますと、家族連れが安心してできる、安心して歩ける景観形成と

かですね、そういったところはやはり、男性だとここぐらいまででも安心じゃないかとい

う視点があるんですけれども、女性ではもっと違う目線だったりとかっていうことが具体

的にございましたし、明かりの使い方についても、そのような御意見を頂戴しております。

以上です。 

○門脇委員長 以上ですか。 

 今城委員。 

○今城委員 お答えいただいてわかりましたが、やはり女性の視点っていうのは、単純に

安全だとか明るいとかっていうことだけではなくて、例えば使い勝手の問題とかも、トイ

レとかもどうなるのかとか、さまざま、もっと違う視点はいっぱいあると思うんです。と

いうことになると、ヒアリングだけっていうわけではなくて、今後いろいろ見直しをされ

るっていうことですが、せめて半分は女性が入っているというぐらいのまちづくりとして

の考え方を、米子市のさまざまな、これだけではなくて、今後の計画等の中でメンバーの

半分は女性が入っているというぐらいの感覚で仕上げていただかなければ、やっぱり女性

に選ばれないっていうことは、家族にも選ばれないので、家族に選ばれないっていうこと

は、結局誰からも選ばれないという場所になっていくっていうふうに、私の感覚ではそう

思っているんです。そういう意味では、この中で、こういうところはありますって１から

４だって言われてますけれど、じゃあ具体的に何っていうふうに言われた中で、ちょっと

よく見えないかなというふうに、ちょっと今は思います。もう少し具体的な形で、じゃあ

こういうところは、こういうふうにもっと整備していくというような感じのこととかがあ

れば、もっと安心というか、前面に女性に本当に来ていただけますよって言えれるような
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まち、もっと言えば、ゾーニングも含めて、この辺をお願いしたいなというふうに思いま

す。今後の意見です、お願いですから、いいです。 

○門脇委員長 ほかにございませんか。 

 石橋委員。 

○石橋委員 石橋です。皆生ってやっぱり海に湯が沸くという点もありますけど、やっぱ

りそういう日本でも有名な温泉場で、全国どこの人も皆生温泉ってよう知っとんなるです

けども、例えば、よその土地に住んでる友人が来たときに、じゃ皆生温泉に泊まるってい

うのは、なかなか言いがたいっていうのは、皆生はなかなか高いですよね、皆生温泉って

ね。宿泊費、カニなんか食べたらもっと高い。ほかに、じゃあ何をして遊ぶのっていった

ときになかなかそこのところが魅力っていうものを押し出しにくくって、つい、泊まるの

はよそでもみたいなことになったり、大変申しわけないですが、わざわざ皆生は泊まらん

でもいいがんみたいなことになってしまったりするわけですね。米子の市民自身がやっぱ

り何かのときには、ちょっと皆生へ行って遊びたいわっていうような、そういうところに

ならないと、ほかの人も、ちょっと皆生に泊まろうよっていうことになかなかならんとい

うふうに思いまして、さっき今城委員も言われましたが、女性の視点っていうのは、その

辺でも必要かなと。皆生におって何が楽しいと、女は大体、食べることと、座ってゆっく

りしゃべったりすること好きで、スポーツとか自然に親しむとかっていうのもとてもいい

ことで、特に海があって、その向こうに大山が見える景観があって、それを見ながらお風

呂に入れるなんていうのは最高だなと思うんだけど、そういう、泊まってお風呂に入った

ときだけの楽しみではなくて、あそこに行くことで、やっぱり楽しいことがいっぱいある

みたいなまちにぜひしてほしいので、どこだったかな、時計塔のある、埼玉県の景観の町

は何だったっけ。 

（「川越。」と声あり） 

川越なんかは、景観もいいし、夜すごい静かで、明かりがずっとともって、きれいなまち

並みを、本当静かに歩いていって、ちょっと外に行くと、繁華街が結構遅くまであいてて、

お店が、単にお酒飲むとかだけじゃなくて、若い女性が入るようなファッションのお店な

んかもずっとあいてるんです。そんなふうな、どうしたら米子に住んでいる人も楽しめる

のかっていう視点がどうしても要るのではないかなと。で、あそこに一緒に行こうよみた

いなことにならんかなというふうに、いつも私、考えているわけです。長くなって済みま

せん。そういう意味で、スポーツ、海水浴とかトライアスロン、これも全くすばらしいこ

とで、そういうことで行ってる人尊敬しますけど、そうじゃない、いろんな人が楽しめる

ような企画をぜひ考えていただきたいと、これは注文なんですけど、よろしくお願いしま

す。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 ちょっと聞いてもいいですか。この皆生温泉まちづくりビジョン、きょう説

明受けたんですけど、これは伊坂座長のもとということで。市役所がどうかかわって、こ

れが完成してきたのか、経過っていうのを教えてもらってもいいですか。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 市役所のほうは、このお話を皆生の経営者の方々に、皆生の将来をとも

に語りましょうという中で、皆生のまちづくりビジョンをつくりましょうということをい
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ただいたもので、では、市役所のほう、観光課のほうが事務局として、いろいろまとめる

作業であったり、いろんな資料を用意するというところをお手伝いさせていただくという

形で入らせていただいております。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 ということは、進めるに当たっての事務だけをやられたということなんです

か。というのは、これをきょう説明受けて、どう捉えればいいのかっていうのが、ちょっ

とわかりづらくて、これは要するに、市がつくったビジョンではなくて、こういった方が

つくられたビジョンだから、私たちはこれを見せていただいても、どこに目標があって、

何年度までに、もっと端的に言えば、入湯客数が幾らで何円と考え出すのは、これは、市

で税金でやるっていう振興、何とかとか、そういう目標っていうのを設けなさいとか、設

けてなくて、これはビジョンだから、要は、構想というよりは、何ていうの、こうあった

らいいな程度に見ればいいのかっていうところが、ちょっときょう説明受けて、これをど

う捉えていいのかわかんなくて、きょう説明されたわけですから、議会で、議会に対して、

これを見て、どういうアクションというか、または、今後、市として、どうアクションし

ていくのかっていうのは、ちょっと見えにくいので、そこら辺は説明できませんか。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 市としましては、市がつくっている総合計画である、例えば皆生温泉へ

の目標数字でありますとか、市が皆生温泉に対して、こういう取り組みをしていくという

ものの実際の行動ビジョンとして、こちらを位置づけて頑張りたいと思っておりまして、

具体的には、ビジョンそのもののアクションプラン２８につきまして、市ができる部分は

市もやってまいりますし、市が支えないといけない部分につきましては、市がやっていく。

それをやることによって、市の総合計画であります、年度目標である入湯数の目標数字に

持っていくというところで連動させていきたいというふうに考えております。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 そうすると、１４ページに、主体者のとかありますよね。先ほどの説明でい

くと、二重丸が市が主体となる項目ということになりますね。例えばこれ、たくさんに駐

車場とかが出てくるんですけど、いろんなところに。こういったものは、要は皆生温泉が

やりますよとか、そういう色分けをしながら、一つ一つのこのアクションっていうのは事

業として見ていって、やっていくというふうに捉えたらいいわけですかね。この資料とい

うのは。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 そのとおりでございます。 

○門脇委員長 ちょっと、渡辺委員待ってください。 

 一番表の、ついているのがありますよね、皆生温泉まちづくりビジョンについて、ここ

の６行目からっていうところで本市の位置づけみたいなものが書いてありますけど、今、

渡辺委員質問されたんですけど、ここのところのちょっと説明をしていただけませんか。

わかりますかね。一番表に我々が資料としてもらった分なんですけど。 

（「かがみの。」と声あり） 

○門脇委員長 かがみの、はい。要は、米子市としてのかかわりについてというところが。 

○渡辺委員 要するに、わかりやすく、これを僕らはきょう説明を受けて、今後議会、議
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員として、どうこれを理解して、皆生温泉っていうエリアに限ってますよね、これ。とい

うのを考えていけばいいのかっていうのがわかるようにしてもらえれば。 

○門脇委員長 だから、ここに書いてあるところを、もうちょっと詳しくというか、もし

説明がございましたら。いいですか。 

 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 先ほどの説明のまた繰り返しになるかもしれませんが、市は、当然総合

計画というのを持っておりますので、その目標を達成するために市はいろいろな行動をし

ていかないといけないという、その行動の一つの形として、このまちづくりビジョンを位

置づけていきながら、事業推進をしていきたいというふうに考えております。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 申しわけない、総合計画を持ってきてないし、あれだったんだけど、総合計

画には目標があって、皆生温泉だったら入湯客数は何年に何ぼとか、そういうのがあった

んですか。ちょっと申しわけない。それがあるならば、それに向かってこのビジョンを受

けてやっていく、向かっていく、で、市が主体としている事業は、１４ページから以降の

ものですよという部分だけ、それはあったんですね。いわゆる行政として見れば、何かの

目標があり、あれがあってですよね、最終的に。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 そのとおりでございます。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 どういう目標だったか、わかれば。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 総合計画では、目標年度に向けて、４７．５万人という入湯客数を定め

ているというか、目標数値として置いておりまして、その入湯数をふやす、皆生の宿泊数

をふやすという大命題に向けて、このまちづくりビジョンを一つの実行プランとして位置

づけながら、頑張っていこうと思っております。その中で、皆生の地元の方が頑張るとい

う決意表明がこのまちづくりビジョンではございますので、ともにそこを共有しながら頑

張っていくということでございます。 

○門脇委員長 渡辺委員。 

○渡辺委員 何か、やっとわかってきた。その４７．５万人に、目標を受けて、行政もや

るけども、いわゆる民間も含めてビジョンをつくって、これを一つずつ達成していけば、

４７．５万人が達成できるビジョンだよということですね。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 はい。 

○渡辺委員 それならわかりました。 

○門脇委員長 ほかにございますか。 

 矢倉委員。 

○矢倉委員 これ、２年前につくったの。２年前に。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 ２年前に、検討が始まったということでございます。 

○門脇委員長 矢倉委員。 
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○矢倉委員 平成始まったぐらいから、皆生温泉を何とかせないかん、活性化させないか

んということで、ずっとあったんだけどね。大体今、半分になったんじゃない。私も本会

議でずっと言ったことあるけども、温泉街とか、酒屋街とか、繊維業をやってた町は、み

んなだめなんです。多分、だめな産業なんです。それをずっとかまってきた。全国、温泉

街がだめなんです。だけど、ここに来て、潮目が変わってきとるんです。それは、日本中

ほとんど温泉がない町は、もうないんですよ。御存じでしょう。みんな今、温泉持ってる、

ないとこは、本当、中国地区でも町なかで数えても何ぼしかあらへん。もう特色じゃない。

だけど、米子の皆生っていうのは、一つ特色あるのはこれ事実、ここは、大事なのは、ち

ょっと書いてあるけども、潮目が変わったその一つには、観光客がふえたということなん

ですよ、外国からの。ここは、飛行場と、要は、境も国際ターミナルができる、一つの大

きなチャンスにしてる。その辺の国内のお客さんで、健康だとか、スポーツ云々、どこも

やってるんだ。それで、ずっと何十年って、半分になってきてると、大事なのは、そこだ

と思うんですよ。外国から、今、４ ,０００万人を超えるようなものなんでしょう。     

ゴーストタウンと言われた熱海なんかでもどんどんよくなってきてる、びっくりするくら

いよくなってきてる。皆生だって、これから上がってくるんですよ。問題は、訪日客なん

ですよ。その辺もっともっと私はイメージアップして、議論してほしかったなと思うんで

すけどね。それはどうだったんですかね、その辺は。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 お手元のプランの５ページ、６ページ、７ページのところに矢倉委員御

指摘のインバウンドの状況等、国内観光客が落ちていて、インバウンドの状況が上がって

いるというような分析を当然する中で、そのインバウンドに向けた取り組みを深めていく、

強化していくという視点は大事だということは、これは委員の皆様、たくさん御意見出て

おりまして、２７ページのプランの中に、実際にそういったインバウンドの方に向けた取

り組みもやろうという決意は出ております。 

○門脇委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 それはわかってる、見てわかっているんだけど、それを前面に出すぐらいの

ことをしていかないと、私は、活性化はならんと思うんですよ。今、境なんかは、国際タ

ーミナル、大きいのができるよね、この間も船もどんどん入ってくる。恐らく、米子空港

も１００万を超えてくるのが時間の問題だと思うだがんね、利用者がね。その中で、そう

いう意味では、非常にいい流れになってきてると、そこを中心に考えていったほうが、私

はいいと思う。国内のお客さんをとり合っこいったって、どこにもあるかもしれんが。ま

た、外国から来る人は温泉が好きらしいが。そこまで私、そこに重点絞るべきだと思う。

話はしておるけど、大概今までどおりの話なんだ。そんなところがもう前面に押し出して、

やっていくべきだと私は思っているんですよ。それも、ちょっと弱いなと思う。 

○門脇委員長 ほかにございませんか。 

 伊澤副市長にもお越しいただいておりますので、また、何かございましたら。 

 中田委員。 

○中田委員 皆生の事業者の方々が中心となって、自分たちのビジョンをつくるっていう

ことは、歓迎すべき話だと私は受けとめておりまして、最近の海水浴客も減少傾向も     

全国的に、それで海水浴をしなくなってきているという傾向の中で、宿泊をどうとってい
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くのかというところのっていうのは、やっぱり、プレーヤー側のほうの知恵と行動力が一

番大事だと思ってますんで、それ自体は、歓迎すべき話だと思ってます。その上で、行政

として何ができるのか、手伝えれるのかっていうことだと私は受けとめているんですが、

先ほど渡辺委員のほうからもありましたように、その人たちがつくったビジョンを尊重し

て、した上で、市の文化観光振興ビジョンの一つの位置づけということに説明されてます

よね。だから、要するにプレーヤーは、その人たちが中心になってやるんだけども、それ

を尊重して、市のほうもプレーヤーに加わりますよということですよね。 

 その中で、さっきの一覧表の中に二重丸してあるようなところがあるんですけども、そ

れで、その中で、例えばですけども、統一イメージの創出っていうところでは、ここは、

いわゆる旅館の温泉の宿泊施設だけではなくて、まちを含めた景観づくりとか、そういっ

たことが中心になってきて、まさに行政が一緒になってやらんとなかなかできんことだと

思うんですけど、例えば、その中の一つで、検討しますとしか書いてないんですけど、家

族連れが安心できる景観形成ということになると、例えば、これ、景観条例のようなもの

をつくっていくということも含めて、実際にその景観をどう変化させるかというところで

は、かなり行政のほうは、労力や資金も含めて、非常に重たい仕事だと思うんですけど、

この辺についての見解はどうなんですか。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 委員さんがおっしゃるとおりのことだと思っておりまして、簡単には当

然いかないことではありますけれども、行政も一体となって取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

○門脇委員長 中田委員。 

○中田委員 先ほどもちらっと出てましたけども、今まで幾つものいろんな構想やいろん

な目標設定をしながらやってきたんですけども、今日を迎えている中で、努力目標として

のスローガンだけ上げとっても変化しないわけですよね。相当な覚悟で、本当にやらなき

ゃ、多分これ変化しないと思うんですけど、こういった努力目標、できたらいいなみたい

な感じで本当にできるのかっていうことです。ちょっと私は弱いと思うんですけど、いか

がですか。 

○門脇委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 ある意味、答えからいくと、おっしゃるとおりの面があると思います。た

だ、これは改めてでありますが、先ほど渡辺委員さんのほうからも御質問がありましたし、

それから、今、中田委員さんのほうからもお話がありました。皆生温泉を何とかしなきゃ

いけないという話は、先ほど矢倉委員さんが言われたように、随分前からありまして、こ

れは、ひとえに宿泊客数がどんどん落ちていくという状況と、それがなかなか底を打たな

いという状況が続いている、ピーク時、ちょっと記憶が曖昧なんで、若干不正確かもしれ

ませんが、昭和４８年ぐらいだったと思いますが、７２万人という入湯税ベースの宿泊者

数、現在、御案内のとおり、３８万人台、あるいは３９万人台というような、６割とか７

割とかというところまで落ち込んでいるという状況であります。これは市としても当然大

きな課題でありまして、ただ、一方で、これまでのプランがそうだというふうには言いま

せんが、行政とか、誰かコンサルティングが入って描いた絵を、じゃあ、これでやりまし

ょうという形でお示ししても、実はうまくいかないんです。なぜかというと、皆生温泉の
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主役は、お客様でありますが、実際それをどう呼び込んで、どういうふうに旅館経営の中

でやっていくか。つまり、皆生という大きなテーマパークみたいなところをどう運営して

いくかということは、そこの経営は、ひとえにやはりそこで事業を展開しておられる旅館

業を初めとする事業者の皆さんにかかっているわけでありまして、そこに行政が、あるい

はコンサルティングが一方的に絵を描いて提供しても、それがうまくいかないと。実は、

それを、ちょっと誤解を恐れずに言うと、これまで、繰り返してきたわけであります。 

 今回は、したがって、そうではなくて、自分たちの将来像を自分たちで描いてください

と。いろんな多分異論、反論もあるだろうし、経営戦略上の思いの違いもあるんだろうけ

ども、そうはいっても、今の皆生温泉、このままじゃだめだな、いけないな、何とかこれ

を再びにぎわいを取り戻して、皆生温泉の再興を図っていくという、そこの思いは皆さん

一緒ですので、だとすると、どんな将来像、ビジョンを描きますかということを、きょう

ここにもいらっしゃいました岩崎委員さんを含めて、皆さんで入っていただいて、本当に

真剣に２年間議論していただいたと思っております。もちろん、それで全てが一本になっ

ているという状況にまで整理し切れてると思いませんが、大きなベクトルの幅が、ぎゅう

うと一定の幅におさまってきたと。コンセプト、あるいは課題認識、そして、これからや

らないけんこと。そして、先ほど御紹介いただいた、１４ページ見ていただくとそうなん

ですけど、自分たちがしなきゃいけないことがたくさんあるよねということにしっかり目

を向けていただいたプランになっております。もちろん、私たちも含めて、まだまだこれ

が十分でないところはあると思いますけども、市としては、これを地域、地元がつくられ

た経営戦略だと位置づけて、そして、市もそこに加わって、その経営主体である皆生温泉、

あるいは皆生温泉旅館組合の主体性を最大限求めつつ、しっかりできることはバックアッ

プしていくというものが今、実際の立場だと思っております。そういった中での、初めて

の、そういう意味では、初めてってちょっと失礼かもしれませんが、こういうやり方でや

ったのは、これが、一つの特徴的なやり方ですので、まだまだ不十分なところがあると思

いますし、今御指摘があったとおり、弱いという御指摘は、そういうふうにごらんいただ

く面もあるのかもしれないなと思いますが、これから、具体的に先ほどお話のあった、女

性の視点ということも含めながら、じゃあまちづくりをどうしていくんだ、どんな意匠     

にしていくんだ、形にしていくんだ、デザイン、あるいは素材、あるいは明かりのぐあい

とか、そういったもの、あるいは、ゾーニングの問題、こういったものをやるときに、し

っかりまた御意見を聞きながら、進めていくと。その一番発射台になる、将来の方向性を

示したものだというふうに市としては位置づけております。したがいまして、議会には、

これから具体的にこれを大きな土台にしながら、具体的な施策を予算等で御相談していく

ことになりますので、そのときにまた個別に御議論いただくということになると思います。

ただ、皆生温泉は、こういう方向でこれから再生していきたいという、みずからの宣言を

されたということと、市がそれをできる限りバックアップしていきたいというふうに思っ

ているということで受けとめていただければと思います。以上です。 

○門脇委員長 中田委員。 

○中田委員 わかりました。私も単なる何が言いたいかというと、繁華街も一緒なんです

けど、実際にはプレーヤーの努力と力と魅力がお客を呼び込むので、足湯をつくったり、

いろんなことを今までやってきましたけども、観光センターのことも、だけど、実際には、



－11－ 

人を呼び込むのは、一つ一つの宿泊施設が持つコンテンツだったり魅力だったりというこ

とがやっぱり一番の求心力になってくるんですよね。外国人の話もありましたけど、例え

ば、湯布院なんかも外国人来てますけど、ほとんど日帰りなんですよ。特にクルーズ船で

来るようなやつは、時間がないから泊まらないということです。だから、来ても宿泊客に

なってないという実態なんですね。そういう宿泊地っていっぱいあるわけです。熱海なん

かがよくなってきたっていうのは、あそこは、映画のロケ地に使ったっていう努力を、あ

る一人の方が非常に頑張って、プロデュースっていうか、一生懸命その宣伝していったと

いうか、呼び込む努力をしていった結果が、いろいろ花が咲くというようなことなので、

実際には、誰がやるかっていうところがまさにはっきりしてないとだめだと思ってまして、

それが見えてくる中で、行政がどういうお手伝いをすれば、それがより効果的なのかって

いう、その考え方は明確に持っといていただきたいということを要望しておきたいと思い

ます。 

○門脇委員長 ほかにございませんか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 いろいろ議論がされていますけど、この検討メンバーという皆さん方が書か

れて出されたというビジョンは、実際に現在、皆生で営業しておられます皆さん方の共通

意識というのはでき上がっているということなんでしょうか。この検討メンバーではこう

いうものをつくったけど、それぞれ経営されてらっしゃるそれぞれの皆さん方というもの

はまた別の考えがあるっていうことなんですか。それとも、一体的にそれがこれからやっ

ていくことになるんですか。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 もちろん、この検討メンバー以外の方、皆生の経営者の皆様、たくさん

おられるわけですけれども、この方が全て、じゃあこのビジョンに全くもろ手を挙げて全

部賛同されてるかって言われると、多分そうではないという認識でおります。しかしなが

ら、このビジョンを考えていく中で、各経営者の方々に御意見を頂戴したいという場はつ

くってはおりました。結果から申し上げると、このビジョンを進めていくに当たって、大

きく言うと、総論賛成、各論反対、あるいは、こういった色をもっと出してくれというよ

うな意見というのが当然今後出ていくかと思いますので、そこの部分は、こちらとしても

真摯に受けとめて、このビジョンにこう書いてあるから、これ一本でいく、このやり方で

いくっていうことではなくて、ほかの経営者の方々の御意見も尊重しながら進めていかな

いといけないというふうに考えております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 経営者の皆さん方とこのビジョンっていうのが、どこまで実際に公になるま

での過程の中で、話し合いがされてきてるんですか。それは、全然これからするというこ

とですか。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 ヒアリングの部分以外に関しましては、これからということになります。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それで、僕はこれ読んどって、僕は今、副市長の説明なんかも聞いて、市街

地活性化対策と、この皆生、今回つくったビジョンということとよく似てるんですよね。
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市街地活性化対策、あれだけ時間をかけて、お金も相当使ってきたけども、何が残ってる

んでしょうか、今ね。皆生も同じような現象が、僕、見えるような気がするんですよね。

つまり、行政にとってみて都合がいいビジョンなんです。手出すっていうところは、私た

ちはここだけですよと、あとは、あんた方しなさいませ。こんな話に見えるんですよ。本

当にそういうことでまちづくりっていうのはできるんかなと僕は思います。やっぱり、皆

生の全体の歴史的な経緯を含めて、なぜ今のようなまちになったのかということは、ここ

には一言も報告が上がってないでしょう。市街地活性化対策協議会の標語をつくったとき

の議論のときも、同じこと言ったんです。まちの歴史と総括のない中で、将来のまちの姿

を語っていくということ自身が、非常に僕は危険だと思っている、どういう場合でも。そ

れをつくっていかないと、共通認識っていうのは生まれてこないんじゃないかと思うんで

すよ。それが見えないというのはちょっと理解しにくいですね。ここにも、あれでしょう。

まちのイメージを今度つくり直します、飲食店イメージから土産物店、なぜこれをやめた

んですか、昔なかったんですか、これ。なぜそれをやめたんですかと、そういうことのや

っぱり総括がないと、これをつくりますよと言ったら、本当にこれできるのってなっちゃ

います。そういうとこっていうのは、本当にまちづくりとしては、大事な意識だと思いま

すけどね。 

 それから、あそこの四条通り、植樹しましたよね、まちにね。あれをどう総括しとるか

ということなんです、逆に言うと。ああいうふうに、そのときのそのときの強い風が横か

ら縦から下から吹いたら、そのとおりになびいて行政が動いたって。しっかりした、やっ

ぱりまちづくりというものを、基本的な物の考え方を持ってないと、行政自身が。それは、

なぜ持ってないかというと、まちの総括をしてないからなんです。相手に対して説明をす

る、説得をする、その材料を持ってないでしょう、皆生温泉の歴史の中で。だから、言わ

れるのは同じ人でしょう。市街地活性化だって、一緒なことなんです。行政っていうもの

は、やっぱり自分たちが市民から負託を受けた仕事として、何をもってやらなきゃいけな

い、相手に対して説得する力を持ってやらない限りは、本当の意味行政の存在はないと思

います。そういう意味では、きちんとした総括を整えて向かうべきじゃないかと思います。 

 それからもう一つ、民間の議論の中にあるけど、１９ページのところのラインの景観ラ

インの問題が出とる。例えば、最近、この海岸線に対して、オブジェっていうの、新しい

ものの動きの旅館ができましたよね。そういうものをどういうふうに把握していらっしゃ

るかということなんです。個々では、既に先覚的というか先鋭的というか、こうやらなき

ゃだめだって投資をして、おやりになってる方もいらっしゃる。そのときに、邪魔なもの

が出てきたと。街路灯なんです。１５メーターかな、高い街路灯がずっと１０何本植わっ

てますよすね、遊歩道。これは、新しい投資した皆さん方にとって邪魔ものなんです。だ

から、そういうものの整備というものが、本当にこの中に含まれてるのかどうなのか。こ

れは行政の仕事になっていくんでしょう、民間じゃなくて。だから、そういう街路灯の一

つを切りかえる際に２０万はかかるんじゃないかと。物すごいコストの街路灯が立ってる。

それは逆に言えば、新しい投資した皆さんにとっては、邪魔になるんだ。こういうものの

整備っていうのを、行政がどうしていくのかということなんですよね。いうことが、ここ

には、入っておりませんね。ということが気がつくんですよね。どうなんでしょう。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 
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○鵜篭観光課長 この事業を進めていくに当たって、当然そういった視点を持って、進め

ていくというふうに考えております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 言われてから視点が出てくるようなことだとだめなんです。どういうふうに

総括をしてるか、まちの現状をどういうふうに総括しておるかということがないから、そ

ういう言葉が出るんです。そこが僕は大事だと言ってるんです、行政として。単なる請負     

的な姿じゃ意味がない、行政の存在は。ということを申し上げているんです。そういうこ

とも指摘できるんじゃないでしょうか。 

 それと実際に、あれじゃないですかね、今、皆生で本当にいろんなこういうものをつく

っていかれるっていうことの発想が出てくるのはわからんでもないけども、何が本当に宝

として、人を引きつけるものとして、何が残ってるんだろうか、資源として。いわゆる観

光という光が何があるんだろうと。そういうところはどういうふうに思ってらっしゃるん

ですか、行政としては。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 このビジョンの基本方針を定めるときに、皆生の魅力というのをいま一

度皆さんで掘り下げていただいております。その中で、やはり皆生がほかの観光地と違う

魅力として、海、砂浜、温泉が一体となった、この地域資源が固まったという状態ってい

うのが皆生の魅力であるというふうに考えております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 何だか平べったいような話をしとっても、観光という言葉の中に入ってこな

いと思うんですよ。光り輝くものは何があるかちゅうことです。砂浜があれば光り輝くん

ですか、海があれば光り輝くんですか。だってあれでしょう、これは、観光課は直接のこ

とじゃないけど、一体性がないと。例えば、トンボロ現象が一つの観光の目玉にされつつ

ありましたよね、一時期ね、トンボロ現象というのが。行政面積もそれでふえましたよね、

地方交付税もふえましたよね。だけども、それを壊しかけたんですよね、事業で、でしょ

う。今おっしゃったことが本当に歴史の中で、ずっと引き継がれていってるのかどうか、

だから、まちまちなんですよ、対応が。だから、そういうところをきちんと押さえていか

ないと、今おっしゃったように、海がある、砂浜がある、海から温泉が出てくるというよ

うな、そういう話が伝わっていかないんです。自然景観そのものが、逆に言うと、時々の、

頭のいい人か悪い人か知らないけど、そういうような歴史を壊していきよるでしょう、行

政が。それが現在の皆生の姿じゃないですか、僕はそう見てますよ。 

 もう一つ思うのは、幸楽園の跡。あれだけの大旅館の跡、何が建ちましたか。旅館が建

ちましたか、ホテルができましたか。ああいう大きなものが、土地が、空間ができたとき

に、行政は何したんですか。僕はそういうまちづくりの中身を見ちょって、それは民間の

ことですよ、行政はタッチしませんよ。じゃあ行政は皆生温泉づくり、まちづくり、何を

するんですか。こういう問題点がのぞいてくるんじゃないでしょうか。僕は冷静に見ると

そういう問題があると思う。そうでしょう。今これ、駐車場の整備が出ちょるけど、これ

みんなもともと旅館があった跡でしょう。それをあいとうけん、駐車場に使えばいいじゃ

ないかという発想でしょう。本当にそれで皆生という温泉街としての都市の機能、まちの

機能が成り立つんですかと、そういう視点で、感覚で、ということを僕は問いたいんです。
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どうなんでしょうかね。 

○門脇委員長 鵜篭観光課長。 

○鵜篭観光課長 御指摘いただいた、皆生の昔旅館があった場所についての再開発につい

て市が関与すべきというお話、市が主導的に関与すべきっていうお話かなと思うんですが、

私自身はそういった部分が必要な場所と、そうでない、やはり民間の活力でやるべき場所

と、二通りあるかと思います。現在言われている場所につきましては、先方、幸楽園跡に

ついては、民間様の投資であのような開発をされたことについて、おかしいというふうに

は感じませんし、駐車場の場所については、まだまだこれからの話でございますので、機

能としては、先ほどほかの委員様からもありましたように、市民に愛される、皆生の旅館

に直接泊まられない方にも、まず市民に愛してもらうという意味では、駐車場も必要かな

というふうに考えております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕の言ってることと意味が違うんですよ。だから、基本的に皆生のまちとい

う区域、エリア、どういうまちの機能をつくっていくことによって、将来にわたってその

機能が働いて、にぎやかなまちができるのかということなんですよ。そういう総体的なも

のの、いわゆる基礎に、ベースになるものを行政がしっかり組み立てて持っておらないと

だめだということを言ってるわけです。だから、あなたのように、個人的に私はそう思い

ますというのは、それは課長の言う言葉じゃないんだ。米子市としてどういう考えでやっ

てきたんだということだ。 

○門脇委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 大変、過去の振り返りといいましょうか、総括すべきだというのは、私も

そう思います。ただ、一方で、非常に長い歴史を振り返るときに、この見方もさまざまで

ありまして、私も少し不十分かもしれませんが、皆生の皆さんと意見交換したことがあり

まして、いろんな意見がある中で、その見方といいましょうか、見る角度によって、起き

てるまちの変化は一つなんですけども、いろんな見方があるもんだなというふうに感じて

おります。詳細は個別には申し上げませんが。要は、かつてそういった計画的なまちづく

りが行われたかどうかは別として、皆生温泉がとんでもなくにぎわった時期が、現実に過

去にあったんです。私はそのときのことをつぶさには知りませんけども、非常に本当にま

ちに人があふれるような感じ、あるいは各旅館ににぎやかな宴会の声が響き渡るという、

そういった時期があった。あるいは京阪神を中心に、大きな社員旅行なんかのバスがどん

どんやってくるというような時期があった、そういう時期があったわけなんです。そうい

う時期から世の中がずっと変わっていって、旅行の形態も変わっていき、そして、最近の

一番新しいテーマとしては、インバウンドというようなニーズが入ってきたと。こういっ

た社会の変化の中で、それにその都度、都度都度少しずつ変わってきてはいたんだけども、

皆生温泉というまちがその変化になかなか少し対応が後手になったというのが今の姿では

ないかなと思います。 

 結論は、今おっしゃったようなことも含めて、これから、皆生のまちを具体的にまちづ

くりの観点でどうしていくのかということはとても重要な課題であって、そのときに当然、

まさに都市計画というような観点も含めて、インフラ、そしてまちづくり、ゾーニングと

いったようなものを考えていく。そのときに行政である米子市の主体的役割が出てくると



－15－ 

いうのは、全くおっしゃるとおりだというふうに思ってます。 

 何度も申し上げますが、それの一番出発になるこれが土台だというふうに思ってまして、

これからじゃあ具体的に皆生のまちづくり、まち並み、あるいはデザイン、そして、場合

によっては地域のゾーニングというようなものも含めて、どうしていくのかということを

地元の事業者の皆さんとも話し合いながら、議論を深めていく、あるいは具体の施策をと

っていく、その中では、具体のプランニングも出てくる。そこで米子市が主役を担う部分

も出てくるというふうに思ってます。以上です。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 理解をされていただいたどうかわからんけど、今おっしゃった論理でいくと、

僕はそんなに時間をかけてインバウンド対策なんていう話はできんと思いますよ。極めて

これは短期的に物事を講じていかなかったら、対応できないと思うんですね。これは前回

の委員会でも言ったんだけども、市長は何かよそ向いていらっしゃいましたけども。この

間も言ったように、新しい事業が、岩﨑君なんかよく知っておると思うけど、できたとこ

ろの意見を聞いてみると、早くもインバウンド対策やってらっしゃるんですよ。だけども、

みんな自己資金なんですよ、行政は一切応援してないです。僕はそういうことで本当にイ

ンバウンド対策に対して、各経営者の皆さん方が、お客さんを受け入れる、サービスが     

できるかどうかという深刻な問題だと思いますよ。それだったら、そういうものに対して、

例えば固定資産税でも、２分の１とか、３年間半額にしますとかいうような、応援をする

ようなスタイルをとってきて初めてインバウンド対策の、受け入れができるというまちに

なるんじゃないですか。税金を１００％いただきますよと、投資も１００％あんた方がし

てくださいよというようなやり方では、とてもじゃないが、皆生の担い手もできてこない

と思いますよ、今見とる限り。特別にその方は、たまたま親子代々でうまくやっていらっ

しゃいますから、それよりか、資金も自己資金もつくってやってらっしゃいますからいい

けど、誰もが同じレベルでいらっしゃるかどうかという状態です。新しい人が、例えば幸

楽園の跡に、人がぽんと来て、やりたいと思ったときに、それを誘い水にするようなもの

を何か米子市が持っとるとかいうことがないと、僕は土地の活用というのは生きていかな

いと思ってるんですよ。だから最初少しそういう言葉を言わせてもらったわけで、そうい

うことも含めた、具体的な米子市としての、米子市を脇に置くんじゃなくして、センター

におって、やっぱりまちづくりやっていくというような形に持っていかれるべきじゃない

ですか。 

○門脇委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 繰り返しになりますが、委員さんがおっしゃるのは、私はある部分そのと

おりだなと思いながらお聞きしてましたが、ただ、やはり、旅館業も含めて、観光業の、

先ほど出ましたけど、プレイヤーはやはり事業者の皆さんで、例えば、インバウンドへの

対応も、わかりやすく言うと、個人客でかつ泊食分離で、つまり１泊２食何ぼというセッ

ト商品ではなくて、インバウンドの方っていうのは大体、もちろん１泊２食を選ばれる方

もあるでしょうけども、多くの方は食事は旅館でとられない、そういった旅行形態、それ

から、広い大きな部屋に高い金額を出すかどうかというような価値観も違ってきている。

あるいは畳より、畳をお好みの方もありましょうけど、ベッドが必要だとかですね、そう

いった部分について、まず、事業者の皆さんがそういったものにきちんと向かい合って、
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経営のかじを切っているかどうかと。そしてそのときに、おっしゃるように、経営的な支

援が必要で、それが一つのお声となって、行政の支援のスキームができるかどうか、ある

いは、今おっしゃったように新しいニーズに呼応して、旅館等を建てたい、そういったと

きに、一定の条件をしながら、それに企業誘致的な観点で支援をするのかどうかと。ただ、

そのときには実際そこで経営しておられる方の、既存の事業者さんとのバランスをどう考

えるのか。パイをっていいますか、お客をある意味取り合うところも出てきますので、こ

ういったことを一つ一つ整理しながら、結論は必要な支援をしっかりやっていくという、

その部分においては米子がしっかり中心の役割を担わなきゃいけないというふうに思いま

す。以上です。 

○門脇委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 副市長も今おっしゃったように、業者に直接いろんな意見出させてやってい

くいうのは、すごく僕は当然いいことだと思うんですよ。過去も、あったんですよ、同じ

ことしてきたんです。さっきも言いましたように、同じようなことしてきて、同じような

問題が出てきた。これ、現実的には、半分になってきている、平成になってから。これは

現実なんです、下がりっ放し。同じようなことが起きてきている。遠藤委員さんおっしゃ

ったように、そこを行政がいかにてごをしていくか、責任持ってやっていくかっていうこ

となんです。今までと同じことじゃないことをしていって、初めてビジネスとして成功す

るかどうかなんですよ。 

 いわば、それはまさに海なんですよ、境の駅前にできたホテルなんて、全国トップレベ

ルでしょう、あれ、稼働率が。今、マリーナも開店したと。そこのところで、全国のトッ

プレベルのあんた、旅館なんですよ、あそこは、今。すぐそばに大きな皆生温泉がある。 

 ただ、私はチャンスだと言ったのは、正月に、著名人になってる人たちが、おまえ来た

らしいが、何で俺のところ来なかったって聞いたら、情報を聞いたもんだけん、どこから

入ってきてるって。船で、遊覧船で、今あるでしょう。境から入ってきてるんですよ、そ

ういう流れで、それはぜいたくなんですよ。それ、差別化されてるんです、ほかのまちと。

そういうところに目線をしていく、そういう点では、今回のものには期待をするというこ

とを知ったわけだ。だけど、その取り上げが中心にない、そのことを指摘するんです。そ

こなんです。徹底した差別化をしていかなかったら、全国どこにも温泉ってあるんだから、

米子には、遠藤さんもおっしゃったけど、特色がある、そこを生かしていかないかん。一

つのいい流れになってきている。 

 やっぱりここは海なんですよ。環日本海でやってきているんだから、今、立派な施設が、

全国に誇れる施設があるんですよ。境の今、国際航路、御存じでしょう、立派な、今でき

かけちょる、１６万トンも入れる。そこを狙っていかなきゃ。境は成功しているんだから。

今ぜひ頑張ってください。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 副市長さん、あんたの説明の中で、ちょっと気にかかったことがあったんだ

けどね。既存の皆さん方に迷惑が起こっちゃいけないから、そこの辺のことをバランス考

えてやっていかないかんということをおっしゃってましたよね。これは商店街の皆さんと

も一緒のことなんですよ。これ、庁舎が、建てたのはね、商店街の皆様方、これ建てたと

き、将来にわたって私ども商売ができなくなって困るから、市役所が出てしまうと。結局
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残したんですよ、３６億の借地料払ってね、商店街どうなりました。社会の流れっていう

のは変わっていくんですよ、だから、既存の皆さんだけを対象にしたまちづくりをやっち

ゃうと、このことが起きるんですよ。 

 それから、日吉津のイオンの問題。上福原に新しくスーパーだそうとしたときの、市民

の動きの中で。あれ、蹴っちゃったんですよ、米子市は、商工会議所が、時の市長さんが。

何が残りましたか。日吉津にみんな吸収されていったでしょう、消費者が。既存の人、既

存の人を大事にしちゃうと、みんなそうなっちゃいますよ。僕はそういうこの２つの出来

事というのは、僕はまちづくりの総括をしっかり受けとめるということが共通している。

だから、私が言ったのは、行政は人に対して説得する力を持たにゃいかん。そういうこと

を私は申し上げているんですよ。だから、皆生だってね、よそから、悪いけどよそから、

新しい資本の力、これは血が、投入されていく、その土台をつくる。それが僕はこれから

に向かってのまちづくりだと思うんですよ。既存の皆さんを大事にしてバランスをとらに

ゃいけんってやったら、今、私が２例を紹介しましたけど、同じことの繰り返しです、見

通しが立ちません。 

 米子のまちの歴史は、ある歴史学者が、郷土の歴史学者がおっしゃいましたけど、よそ

からの血が入ってきて米子のまちができたんだよ、それを忘れるな、こういった遺言を残

されている。私もそう思います。よく目を凝らして見てください、地元の力でどれだけの

ものが残っていますか。今、一生懸命に元気出していらっしゃる方は、米子の本当の血で

すか、こういうような見方もあるんですよ。だから、私は皆生のまちだいったって、よそ

からの新しく投資を招き入れる、そういう土台を米子市、行政がちゃんとシフト化する、

それが次のステップだと思うんです。今のある人たちが大事だから、そのバランスをとら

にゃいけんだったら先は見えません。このことを申し上げときます。 

○門脇委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 私の言い方がまずかったのかもしれませんが、私もある意味、遠藤委員が

おっしゃったことと同じ気持ちでおるわけです。ただ、そこに、外の投資をしたいと思う

ような皆生温泉にしたいというふうに私も思います。 

 先ほど言った迷惑がかかるというふうに申し上げたわけじゃなくて、新しい助成事業と

か支援事業をつくるときには、やはり既存事業者とのバランスというのを考えないといけ

んだろうなということは申し上げましたが、迷惑とかなんとかではなくて、まさにおっし

ゃるとおりで、外から、今、実際ありがたいことに、皆生温泉では新しい旅館ができまし

たし、それから、まさに外から新しい旅館を建てて入ってこようというようなプランが進

んでおります。そういったようなものがますます加速するような皆生温泉にするためには、

やはり皆生温泉がにぎやかで、集客力があって、魅力を高めるものにならなければならな

いと思います。 

 そのときに米子市役所は何をやるのかっていうことにもちろんなるわけでありますけど、

繰り返しになりますけど、ある意味、私は遠藤委員がおっしゃってることとそんなに違わ

ない思いを持っているというふうに思いますが、ただ、長年皆生温泉で頑張ってこられた

事業者の皆さんにもっと頑張っていただく、そこに米子市が寄り添うということもやはり

必要だろうというふうに思っております。以上です。 

○門脇委員長 ほかにございませんか。 
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〔「なし」と声あり〕 

○門脇委員長 では、ないようですので、都市経済委員会を暫時休憩いたします。 

 執行部は席を交代してください。 

午後２時０６分 休憩 

午後２時０８分 再開 

○門脇委員長 都市経済委員会を再開いたします。 

 日野川運動公園復旧工事の延長について、当局より報告をお願いします。 

 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 この４月からスポーツ振興課長をさせていただいております

深田と申します。失礼します。座って説明させていただきます。 

 昨年の９月末に発生しました台風２４号による日野川の運動公園の災害について、１２

月補正予算で承認していただいた以後、復旧工事のほうを３１年１月２４日に着工し、３

月２９日までを工期として工事を進めておりましたが、全国的に災害復旧工事が他地域で

も発生し集中しましたため、工事に使用いたします芝が不足いたしまして、工期内に納入

することがどうしても困難となりまして、平成３１年度に工期延長の必要が生じたため、

工事費１,６００万円につきまして、この繰り越しにつきまして、専決にて行わせていただ

いたところでございます。 

 なお、変更後の工期につきましては、３１年４月２６日までとしておりましたが、現場

のほうにつきましては４月の８日に完了いたしまして、芝生の養生期間を経た後、当初の

予定どおり、野球場につきましては９月から、サッカー・ラグビー場につきましては７月

から利用再開することといたしております。この点、利用開始の時期については変更はご

ざいません。年度内に工事を完了することができず、申しわけございませんでした。 

 当局からは以上です。 

○門脇委員長 当局の説明が終わりました。 

 委員の皆さんの質疑、御意見をお願いします。 

〔「なし」と声あり〕 

○門脇委員長 よろしいでしょうか。 

 ないようですので。スポーツ振興課の皆さん、よろしければ、退席してもらってもいい

ですか。 

（「いいですよ。」と遠藤委員） 

○門脇委員長 いいですか。それじゃあ、退席をお願いします。 

 それでは、次に、崎津がいなタウン未利用地の売り払いについて、当局より報告をお願

いします。 

 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 そうしますと、崎津がいなタウン未利用地の売り払いについての現

況ですね、こちらのほうを御説明いたします。 

 まず、今の進捗状況でございます。崎津がいなタウンの未利用地約１.８ヘクタールのう

ちの約１.５ヘクタールの用地でございます。資料の４ページのほうにつけておりますが、

この売り払い予定地となっている部分でございます。こちらにつきまして、市内の運送業

者さん、一般貨物運送、それから軽貨物運送業を営んでおられます株式会社ことぶき流通
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システムさんのほうから事業所用地として土地を取得させてもらえないかという申し出が

ございまして、ずっと協議をしておりました結果、財産評価審議会答申に基づく土地価格

を提示しまして、交渉を行いました結果、土地を購入したいということでございまして、

仮契約を結ぼうということでございます。 

 事業者様にとりまして、土地取得後の事業計画としましては、新たな営業所として事務

所、車両整備工場、それから駐車場等を整備しまして、そこを拠点にして運送業を営みた

いということでございます。 

 協議の間、ずっといろいろと問題になっておりましたのが、いわゆる下水の処理の方法

でございまして、最終的に下水道のほうを、今のがいなタウンの未利用地及び今のＪＲＡ

の近辺まで延長するということに決まりまして、そこで、下水道のほうの処理につきまし

ても、新たに整備します下水道施設として処理するということで話が進むっていうことで、

今回契約を結ぼうということになったところでございます。 

 この１.５ヘクタールの用地を売り払うことによりまして、崎津がいなタウンにおきまし

て、未利用地として残っておりますのが、４ページのほうの図面にありますように、道を

挟んだ承水路側のほうの残地が約２,８００平米ぐらいで、約０.３ヘクタールということ

でございます。 

 売り払いの面積でございます、実測値としまして、１万５,００１.７２平米ということ

でございます。筆数は６筆でございます、３ページのほうに筆の図面が出ております。 

 売り払いの単価としまして、財産評価審議会答申に基づきます評価額として、平米３,

０５５円、１坪に直しますと約９,９８０円ぐらいになると思いますが、ということで、鑑

定評価額、財産評価審議会の答申で、売り払いの評価額として、平米３,０５５円というこ

とになりまして、これを１万５,００１.７２平米で掛けますと、売り払い総額は４,５８４

万を予定しております。 

 今後の処理でございますが、これによって仮契約が結べることになりましたら、本年の

６月の定例会におきまして、財産処分に関する議案を上程する予定にしております。 

 あと、２ページ目に参考資料としまして、崎津がいなタウンの未利用地についてのこと

を簡単に概略として説明させていただいております。以上でございます。 

○門脇委員長 当局の説明が終わりました。 

 委員の皆さんの質疑、御意見をお願いします。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 下水道の、相手が負担してくれるの、事業費は。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 いや、これは下水道区域を拡大しまして、本管を延長して接続する

ということで、事業者様のほうの管を延長するための負担金というものはございません。

ただ、下水道を供用開始しまして接続した場合には、受益者負担金がまず発生しまして、

その後は使用料がずっとかかってくるということでございます。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 下水道区域を拡大するって、あそこは色が塗ってないところと違うの、塗っ

てあるかいな。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 
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○雑賀経済戦略課長 崎津がいなタウンの途中までが下水道整備区域ということでなっ

ておったんで、そこまで入っとって、あと、ＪＲＡさんは、ＪＲＡさんが自前で下水管を

接続しておられるということで、今回その区域を拡大することにあわせて、がいなタウン

の未利用地の利用促進及び今後の、今の太陽光発電の用地の今後の活用も含めて、それか

らＪＲＡの私設下水管、これのいわゆる組みかえといいますか、代替という形で下水道の

ほうが、いわゆる計画を立てられます。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 一般的には、こういう場合には設置者自身が合併浄化槽をつくったりなんか

して、自前で処理せにゃいけんと違う、こういう土地利用する場合は。そういうために米

子市は、行政ができてないとこまで来てもらいますけん、拡大してあげますなんていうの

は、下水道区域を拡大する原則とちょっと違うような気がするんです。たしかこれを交渉

する過程の中で、下水道の事業費も土地代に上乗せしますからという話があったと違うだ

かいな。そこは吹っ飛んだの。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 下水道を上乗せして土地代というようなことになりますと、これは

どういうんでしょうか、なかなか今度は処分が難しくなってくる方向になってくると思い

ます。現況におきましても、形もちょっといびつでございますし、それから、長年未利用

地であったということで、非常に土地地盤も悪い状態でございまして、それを現況のまま

で買い取りたいということでございまして、それで今回売却のほうの話を進めたところで

ございまして、これにさらに下水道の工事費を上乗せするということになると、ちょっと

なかなか売り払いができないという状況になってるところでございます。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 一つ問題点は、今言った、こういう状況の場合に下水道区域を拡大するとい

うことは適法であるかどうかという問題が１点。本来ならそういうときには排水処理は自

前でやってもらう、これが原則だと思いますよ。 

 それからもう一つは、整備工場が入るような形、書き方がしてあるけども、この工場か

ら出る排水処理施設はどういうふうに処理することになっとるの。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 油の処理は自前でされることになっております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そういうことをきちんとやっぱり明確化しておかないといけないと思いま

すね。 

 それと、ここの土地は、土地開発公社の代物弁済の土地と違ったかいな。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 そのとおりです。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そうすると、代物弁済というものの扱いっていうのはどうなる。当時の価格

を、一般会計が負担しとるわけだけだがんなあ。それを下回った場合には、その差額はど

ういうふうに財政は処理するって考えとる。代物弁済というのは普通の財産とは違うんだ

がんね。１００万円のかわりにこの財産をもらいますよというふうに取ったわけだから、
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１００万円の価値としてずっと持っとかにゃいけんと。だけど、それがこういうふうにし

て、処分して、安くなったときには、その差額は誰が処分するの。そういうところの協議

はされてる。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 代物弁済のときの簿価額が約８,１００万ぐらいと聞いております、

総務管財から聞いております。ただ、確かに簿価額と売り払い額に差が出ておりますが、

財政にもこれ協議しておりまして、そのあたりのことにつきましては、直接どうするかと

いうことはちょっと聞いておりませんが、ただ、とにかく売ることによって、少しでも財

産収入に変えて、さらにこれが固定資産税が将来的に入ってくるということを考えれば、

そのあたりの差は埋めれることができるんじゃないかと思っております。 

○門脇委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 代物弁済の処理の仕方って、米子市は曖昧主義をとっとるけんね。だけど、

財産の損失だけんね、これは、市民から見れば。重大な問題なんですよ。だから、これよ

く財政当局を含めて、米子市としての考え方を議会に説明できるように整えておいてくだ

さい。ねえ、部長。 

（「はい。」と声あり） 

 これは大事な問題なんだ。何でもかんでも米子市の場合、ええがんってやってしまえば、

何でもええがん、やってしまえばと、やってしまうけどもね。代物弁済っていうのは弁償

せないけんことを言う、誰がするかという、それを曖昧にしとったでしょう。だけど、そ

れはきちんとせないけんだ、市民に対して説明ができる、ということです。 

○門脇委員長 ほか、ございませんか。 

 矢倉委員。 

○矢倉委員 今遠藤さん言われた、下水道の工事費は幾らぐらいかかる。市が負担する下

水道工事費は幾らぐらいかかる。 

（「はい。」と声あり） 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 そのあたりはちょっと済みません、存じておりません。 

○矢倉委員 わからんの。 

（「多分、ええ。」と声あり） 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

（「大分かかるわい。」と遠藤委員） 

（「いつまでにつけないけんだかいな。」と渡辺委員） 

○雑賀経済戦略課長 済みません、数字的に不確かで申しわけないですけど、４,０００

万ぐらい。 

（「じゃあ済まんだがな。」と遠藤委員） 

（「長さは。」と声あり） 

 ４００メーターぐらいです。 

○門脇委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 ほんなら、この売却代金はなんなるということか。それともう一つ、下水道

部長ね、これが崎津地区で、これは業者に売るということで、市が負担するとこでしょう。
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場外馬券売り場のときに、崎津とはいろんな話があったとは聞いておる。崎津へ下水道を

引っ張らんと。もしもそうだったら、崎津のほうの住民に引っ張るというのが筋じゃない

かや。そこはせずに、業者にはしてやる。売りたいってわかるよ、売っても、市には入っ

てこんわけだ、赤字が出るわけでしょう。その辺の整合性はどうなのか、わしはいいとは

思っとたけど、今、遠藤さんの質問を聞いて、当然それは業者に負担させるよりしようが

ないだろうなと思ってたんだけど、そこはちょっとおかしいじゃないかや。売ったって金

は入ってこんでしょう、市には。それであんた、崎津のほうの人には引っ張らんわけでし

ょう。ちょっとおかしいじゃないかや。 

○門脇委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 下水道の管は、４ページの図面でいくと、道路を回り込んで、大崎

橋の近くまで回り込んで入る形になってますので、将来的にはつなげるということだと思

います。 

（「何十年先。」と渡辺委員） 

○門脇委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 やっぱり、市の財政がよくなるからと思っておられると思うよ。だから、い

いじゃないかと、売れるんだから。赤が出るやなことがあったら、家を売らんかやって言

われて、いやあ、赤でも売るかやって言ったって、大儀なって感じじゃないかなあ。その

点もっと詳しく説明せにゃいけんだないかや、議員にも、住民にも、市民にも。 

○門脇委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 ４月から経済部長をやらせてもらってます杉村でございます。よろしく

お願いします。 

 今、遠藤委員さん、それから矢倉委員さんのほうから御指摘をいただきまして、ちょっ

とその答弁の数字を今持ち合わせてないということのようです。５月には、この土地の売

却の議案も上げさせていただくということでございますので、そのときまでに、その代物

弁済の考え方、あるいは下水道整備等々につきまして、あわせて詳しく御説明をさせてい

ただいて、またこの委員会等々で御審議を賜りたいというふうに思っております。 

 きょうのところは、そういった情報を持ち合わせておりませんで、大変申しわけござい

ませんでした。 

○門脇委員長 ほかにございませんか。 

 それでは、ないようですので、都市経済委員会を暫時休憩します。 

 執行部の方は、退席をお願いします。 

 委員の方、ちょっとその他のあれがありますので、そのままでお待ちください。 

午後２時２７分 休憩 

午後２時２９分 再開 

○門脇委員長 それじゃあ、都市経済委員会を再開いたします。 

 実は、３月の都市経済委員会の中で、米子市法勝寺川水辺の楽校整備事業につきまして、

当局のほうから説明をいただきましたけど、委員の皆さんからさまざまな質問をいただき

まして、なかなか米子市の当局だけでしたので、日野川河川事務所のほうから来ていただ

いて説明していただかないといけないんじゃないかっていう御意見もありまして、今一応

調整をしておりまして、来月の委員会でお越しいただこうと思っております。そのとき、
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防災関係のことが出ておりました、なかなか防災対策が見えない、水かさが増したときは

どうするのか、あるいは避難はサイレンで知らせるのかブザーで知らせるのかという問題

や、それから雑草、樹木ですかね、そういう問題も指摘されておりましたので、いま一度

日野川河川事務所からお越しいただいて説明をいただきます。それに当たりまして、また

委員の皆さんから御質問等がございましたら、事前にいただきたいと思っておりまして、

いつまでにしましょうか。日にち、もし区切るんでしたら。 

 どうぞ。 

○足立議事調査担当事務局長補佐 事務局のほうからですけど、一応閉会中の委員会、来

月は５月２２日を予定しておりますんで、大体執行部のほうから議題のほうを集めさせて

いただくのが、９日ぐらいを締め切りにする予定にしております。なので、できましたら、

その前日、５月８日ぐらいまでに。連休が入って急ではありますけど。 

○門脇委員長 じゃ、５月８日までにお願いいたします。 

 サンドリサイクル、海岸侵食の問題もあわせてそのときに御説明をいただくようにお願

いをしておりますので、そのときにあわせてそれも審議させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それじゃあ、以上で。 

 どうぞ、今城委員。 

○今城委員 確認を、委員長。 

○門脇委員長 はい。 

○今城委員 今の質問等あればっていうことは、前回質問したものの以外にということで

よろしいですかね。 

○門脇委員長 はい、よろしいです。 

 それでは、以上で都市経済委員会を終了いたします。 

午後２時３１分 閉会 
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